
大阪自治労連も
参加する「公契約法を
めざす大阪懇談会」が

開催した公契約学習集会
（12月４日・エル大阪）。

民主党の「公共工事報酬確保
法案」の作成にも関わった
日本労働弁護団常任幹事
の古川景一弁護士が

講演しました

公共工事の
劣悪な労働実態を
訴える建設労働者

（第３種郵便物認可）　おおさか自治体の仲間　2009年12月15日　第251号 ２３ 2009年12月15日　第251号　おおさか自治体の仲間　（第３種郵便物認可）

自治体の公共サービスで働く労働者に自治体の公共サービスで働く労働者に
生活できる賃金を！生活できる賃金を！

　アンケートで大学生の７割が「労働組合は必要」と考えていることが解りました。全労連のシンクタン
ク、労働運動総合研究所が首都圏の大学生1200人を対象に、今年の１～２月と４月にかけて実施したもので
す。労組について「聞いたことがある」「知っている」と答えた人は９割以上。労組のイメージは「必要」
７割、「役に立つ」５割、「頼もしい」４割と高い評価を得ています。

今月のキーワード今月のキーワード
大学生の７割が「労働組合は必要」

　日本語で「新規まき直し政策」と呼ばれます。有名なのは1929年の世界大恐慌の米国で取られた政策で
す。開発公社を設立し、巨大ダムを建造する公共事業を興して失業者を救済しました。自由放任でなく、政
府が経済にある程度介入する政策の代表例です。オバマ大統領はグリーンニューディールを提唱し、環境保
全に役立つ産業育成と雇用創出に挑戦しています。日本政府の対応も待ったなしです。

今月のキーワード今月のキーワード
ニューディール政策

「
公
契
約
法
・
条
例
」の
制
定
め
ざ
し
て
運
動
が
本
格
化

「
安
け
れ
ば
良
し
」の

入
札
・
委
託
を
見
直
せ
！

　

「
働
け
ど
生
活
保
護
」―

今
年
７
月
の

「
朝
日
新
聞
」
で
大
阪
市
営
地
下
鉄
の
駅

清
掃
で
働
く
委
託
労
働
者
が
生
活
保
護
を

受
給
し
な
が
ら
働
い
て
い
る
実
態
が
報
道

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
委
託
業
務
は
、「
安

け
れ
ば
良
し
」
の
競
争
入
札
で
落
札
価
格

が
予
定
価
格
の
３
割
ま
で
低
下
。
労
働
者

の
賃
金
も
以
前
の
半
額
近
く
に
ま
で
低
下

し
ま
し
た
。

　

清
掃
に
限
ら
ず
、
公
共
工
事
、
学
校
給

食
、
保
育
、
公
共
施
設
の
運
営
な
ど
、
多

く
の
労
働
者
が
国
や
自
治
体
か
ら
の
発
注

や
委
託
を
受
け
て
働
い
て
い
ま
す
が
、
最

賃
す
れ
す
れ（
生
活
保
護
以
下
）の
賃
金
、

賃
金
不
払
い
な
ど
劣
悪
な
状
態
に
置
か
れ

て
い
ま
す
。「
賃
下
げ
競
争
」
の
悪
循
環

は
、
自
治
体
職
員
の
賃
下
げ
に
も
連
動
し

て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
賃
下
げ
に
歯
止

め
を
か
け
る
た
め
に
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
に

従
事
す
る
労
働
者
に
「
生
活
で
き
る
賃

金
」
を
受
注
業
者
に
契
約
で
義
務
づ
け
る

「
公
契
約
法
・
条
例
」
の
制
定
を
め
ざ
す

運
動
が
全
国
で
も
本
格
化
し
て
い
ま
す
。

大
阪
で
も

　

条
例
制
定
運
動
を

　

千
葉
県
野
田
市
で
９
月
、
全
国
で
初
め

て
「
公
契
約
条
例
」
が
制
定
さ
れ
ま
し

た
。
こ
の
条
例
は
、
市
の
発
注
す
る
事
業

に
従
事
す
る
労
働
者
に
市
長
が
定
め
る
金

額
以
上
の
賃
金
を
支
払
う
こ
と
を
、
契
約

で
受
注
業
者
に
義
務
づ
け
る
も
の
で
す
。

適
用
範
囲
や
賃
金
水
準
は
不
十
分
で
す

が
、
今
後
改
善
を
さ
せ
て
い
け
ば
賃
金
底

上
げ
の
大
き
な
力
に
な
り
ま
す
。

　

国
で
も
「
公
共
工
事
報
酬
確
保
法
案
」

を
民
主
党
が
作
成
し
、
与
党
（
民
主
、
国

民
新
党
、
社
民
党
）
と
共
産
党
の
共
同
提

案
に
よ
る
国
会
提
出
を
実
現
さ
せ
る
た
め

の
運
動
も
始
ま
り
ま
し
た
。
大
阪
府
で

も
、
橋
下
知
事
が
９
月
府
議
会
で
「
野
田

市
の
条
例
を
参
考
に
公
契
約
条
例
の
制
定

を
検
討
す
る
よ
う
に
担
当
部
に
指
示
を
し

た
」
と
答
弁
し
て
お
り
、
実
効
あ
る
条
例

ー
ス
ト
２
位
に
。
国
保
会
計
の
累
積
赤
字

は
58
億
円
で
、
一
般
会
計
の
規
模
が
４
６

０
億
円
の
門
真
市
と
し
て
は
大
き
な
赤
字

に
な
っ
て
い
ま
す
。
国
保
料
加
入
世
帯
の

７
割
が
年
間
所
得
１
０
０
万
円
以
下
で
、

２
０
０
万
円
以
下
を
含
め
る
と
加
入
者
の

８
割
に
達
し
ま
す
。

国
保
会
計
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
に
す
る

「
地
方
財
政
健
全
化
法
」

　

門
真
市
の
実
態
は
、
貧
困
と
格
差
が
広

が
る
も
と
で
、
現
在
の
国
保
制
度
が
抱
え

る
矛
盾
や
問
題
点
を
象
徴
的
に
あ
ら
わ
し

て
い
ま
す
。
一
方
、
国
は
「
地
方
財
政
健

全
化
法
」
を
導
入
し
、
国
保
会
計
の
赤
字

が
一
定
水
準
に
達
す
る
と
、
国
や
大
阪
府

が
市
町
村
に
介
入
で
き
る
し
く
み
を
設
け

ま
し
た
。「
赤
字
を
解
消
す
る
」
と
し

て
、
料
金
の
さ
ら
な
る
引
き
上
げ
、
滞
納

者
か
ら
の
強
引
な
取
り
立
て
や
資
格
証
明

証
の
発
行
な
ど
、
国
保
加
入
者
に
の
み
負

担
を
お
し
つ
け
る
施
策
が
大
阪
府
下
各
地

で
も
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
や

り
方
は
、
市
民
の
生
存
権
を
脅
か
す
も
の

で
あ
り
、
国
保
問
題
の
根
本
的
な
解
決
に

は
つ
な
が
り
ま
せ
ん
。

　

大
阪
自
治
労
連
と
門
真
市
職
労
は
今

後
、
１
月
中
に
も
ま
と
ま
る
調
査
結
果
を

も
と
に
、
国
と
府
、
市
の
責
任
に
よ
る
抜

本
的
な
解
決
の
方
向
に
つ
い
て
議
論
を
進

め
て
い
く
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

「
国
保
料
払
う
た
め
に

　
　

食
費
を
削
っ
て
い
る
」

　

「
血
糖
値
が
高
く
、
糖
尿
病
治
療
の
イ

ン
シ
ュ
リ
ン
を
打
っ
て
い
た
が
、
１
万
５

０
０
０
円
も
か
か
る
の
で
先
延
ば
し
に
し

て
い
る
」（
60
歳
代
男
性
）、「
国
保
料
は

生
活
を
苦
し
め
る
も
の
で
し
か
な
い
」

（
20
歳
代
男
性
）―

10
月
に
大
阪
社
保
協

が
実
施
し
た
門
真
市
の
国
民
健
康
保
険
加

入
世
帯
（
約
８
０
０
世
帯
）
か
ら
の
聞
き

取
り
調
査
で
寄
せ
ら
れ
た
声
で
す
。「
国

保
料
や
医
療
費
を
払
う
た
め
に
食
費
を
削

っ
て
い
る
」
と
回
答
す
る
人
も
い
ま
し

た
。
門
真
市
の
国
民
健
康
保
険
料
の
収
納

率
は
79
・
05
％
（
２
０
０
７
年
）
で
、
全

国
の
収
納
率
90
・
49
％
、
大
阪
の
収
納
率

87
・
42
％
と
く
ら
べ
て
も
低
く
全
国
で
ワ

門真市国保調査結果の概要が報告された大阪社保協
主催の社会保障学校（11月15日）。講演するのは三重
短期大学の長友薫輝（まさてる）先生　　　　　　

を
制
定
さ
せ
る
た
め
に
、
運
動
を
強
化
す

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

大
阪
自
治
労
連
は
、
自
治
体
の
公
共
サ

ー
ビ
ス
に
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
金

底
上
げ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
公
契
約
条

例
制
定
に
向
け
た
運
動
を
２
０
１
０
年
春

闘
の
柱
に
す
え
て
闘
う
こ
と
に
し
て
い
ま

す
。野田市公契約条例の内容－大阪ではこれを上回る条例制定をめざそう！

高
い
国
保
料
が
貧
困
、健
康
破
壊
を
拡
大

　
　

 

大
阪
社
保
協
が
門
真
市
国
保
実
態
を
調
査

　著者の古川康彦さんは東大阪市職労の元組合役員。長尾民主市政の時代に、
市人権文化部部長級参事として同和行政の終結へ現場で奮闘した経験や、自治
体職員のあり方について綴った一冊です。同和行政の終結は「外からの批判に
とどまらず、地域住民のことを通じて何か共通の課題で取り組み、内側から働
きかけていくことも大切ではないか」と問題提起をして、まちづくりを担う自
治体職員に大切なヒントを与えてくれます。

定価1050円（税込）発行：部落問題研究所
お問い合わせ：部落問題研究所（075-721-6108）または東大阪市職労（06-4309-3400）

ブック

レビュ
ー

「新たなまちづくりに挑む」   東大阪市のこころみ   
民主市政時代、同和行政の終結へ現場の奮闘を描く

・ 範囲－１億円以上の公共工事と1000万円以上の業務委託契約
・ 適用労働者－労基法第９条該当の労働者（下請け、派遣労働者を含む）
・ 連帯責任－受注関連企業の法違反があったときは、元請けから末端の下請け事業者まですべ
ての事業者が連帯して差額を支払う。
・ 市の調査権限－市は業者に報告をもとめ、立ち入り調査を行う。
・ 契約解除－市は調査拒否や是正指導に従わない業者との契約を解除できる。
・ 賃金水準（市長が定める最低賃金）－公共工事は「二省協定」の設計労務単価の８割以上、
業務委託は野田市一般職の職員給与の高卒初任給に地域手当を含めた金額（時給828円）以上
　　※千葉県の法定最低賃金は時給728円


